
平成２１年３月
本　別　町

（１）職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等　　（平成２０年４月１日現在）

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

（２）年齢別職員数　　（平成２０年４月１日現在）

（３）技能労務職員数の推移　（各年度４月１日現在）
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（４）その他の給与に関する事項

　　①給料表

　技能労務職員の給料表は、一般行政職と同一の行政職給料表を適用しています。

また、平成１９年４月１日より給与構造改革（地域給）を導入し平均４．８％の削減を行っています。

　　②各種手当

　一般職員と同様に、対象者には扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末・勤勉

手当等を支給しています。

　　③昇給基準

　毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号俸（５５歳を超える場合は、２号俸）を標準として昇給します。

なお、技能労務職員については、行政職給料表（６級制）の４級までを適用しています。

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針
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      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの
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２　基本的な考え方
技能労務職員の採用については、退職不補充を基本に平成１４年度より新規職員の採用は行っておらず、

　今後においても、職員数の適正な管理を行いながら、人件費の抑制に取り組んでいきます。

３　具体的な取組内容
①　給料表

給料表については、一般行政職と同一の行政職給料表を使用していきますが、退職者の不補充により職員数

　を削減し、人件費の抑制に取り組んでいきます。（給与構造改革において、平均４．８％の減額）

②　各種手当
これまで、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当等の見直しを行い、今後においても随時見直しを検討します。

③　昇給基準　
昇給基準においては、現在の昇給基準により実施していきますが、引き続き、行政職給料表（６級制）の４級

　までを適用していきます。

４　その他
技能労務職員については、平成２０年４月１日より、ごみ収集業務の全面民間委託、スクールバスの一部民間

　委託、患者送迎バスの民間委託をおこなっています。
今後は、行政が直接事業を行っている業務について、公共サービスの維持、向上や事務の効率化を図りながら

　技能労務職員の適正な管理を図っていきます。
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